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建設業退職金共済制度における電子申請方式と証紙貼付方式の併用について 

 

 

建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）については、建設労働者

の福祉の増進を図るとともに、建設労働者の雇用労働条件の改善を通じて建設業

の健全な発展を図る観点から、その普及徹底を推進してきたところであり、貴団

体におかれても、ご協力をいただいているところです。 

今般、建退共制度の電子申請方式の積極的な活用を促すため、「建設業退職金

共済制度における電子申請方式の導入等について」（令和３年３月 30 日付雇均

発 0330第４号・国不建整第 184号）及び「「建設業退職金共済制度における電子

申請方式及び証紙貼付方式の運用等」について」（令和３年３月 30日付雇均勤発

0330第１号・国不建整第 186号）の改正を行い、元請事業主が建退共制度関係事

務を下請事業主から受託する際に、一つの現場で電子申請方式と証紙貼付方式の

両方式を併用することが事務の効率化に資する場合においては、その併用も差し

支えない旨について、建設業者団体に対して通知（別添１・２）を行っているの

で、参考まで送付いたします。 

つきましては、貴団体傘下の企業へ周知していただき、各企業におかれても、

建退共制度の意義、運用徹底の趣旨、電子申請方式の一層の利用促進及び建設キ

ャリアアップシステムとの連携の意義等を踏まえた建退共制度の適正履行につ

いて協力されるとともに、下記について、引き続きご協力及びご配慮をお願いい

たします。 

 

記 

 

１．建退共制度は、公共工事・民間工事を問わず、現場で働く建設労働者を雇
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用する場合に適用される制度であることから、民間工事についても、共済契

約者等において建設技能者が働いた日数に応じて掛金の納付等が適切に行わ

れるよう、制度が適正に運用されることが必要であること。 

２．建退共制度の掛金納付に係る受注者の費用は、工事の施工に従事する建設

労働者に係る必要経費であり、工事の請負金額に適切に反映されるべきもの

と解されること。 

 

以上 


